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Ⅰ 道路に関する法規定 

【法】 

（開発許可の基準）  

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次

に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）

に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していな

いと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為

にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場

合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、

災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置さ

れ、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定め

られていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計が

これに適合していること。 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 法第三十三条第二項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。）

に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号（法第三十五条の二第四項において準用す

る場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、か

つ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能

が有効に発揮されるように設計されていること。 

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル以下

で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、四メートル）以上の幅員の道路

が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、

開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認めら

れる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない

と認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限り

でない。 

三 市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為（主として第二種特定

工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七号において同じ。）にあっ

ては、予定建築物等の敷地から二百五十メートル以内の距離に幅員十二メートル以上の道路が設け

られていること。 

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル（主として住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為にあっては、六・五メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状況により

やむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続していること。 

五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

第二十九条の二 法第三十三条第三項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 
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二 第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度に

ついて、十二メートル（小区間で通行上支障がない場合は、六メートル）を超えない範囲で行うも

のであること。 

三 第二十五条第三号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うもので

あること。 

四 第二十五条第五号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最

低限度について、五・五メートルを下らない範囲で行うものであること。 

十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

２ 法第三十三条第三項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。 

二 第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で

行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、四メートル（当該道路と一

体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が四メートルを超える場合には、当該幅員）を下らな

い範囲で行うものであること。 

 

【省令】 

（道路の幅員） 

第二十条 令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築

物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあっては六メート

ル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあっては、八メー

トル）、その他のものにあっては九メートルとする。 

（令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路） 

第二十条の二 令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当す

るものとする。 

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。 

二 幅員が四メートル以上であること。 

（道路に関する技術的細目） 

第二十四条 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるも

のとする。 

一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横

断勾配が附されていること。 

二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられている

こと。 

三 道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認めら

れる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。 

四 道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上

支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 

五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予

定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支

障がない場合は、この限りでない。 

六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、

適当な長さで街角が切り取られていること。 

七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。 

（令第二十九条の二第一項第十二号 の国土交通省令で定める基準） 

第二十七条の四 令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものと

する。 

二 第二十四条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は

土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであ

ること。 
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【条例】 

（法第三十三条第三項に規定する条例で定める技術的細目） 

第三条 法第三十三条第三項に規定する条例で定める道路の技術的細目の制限については、次の各号に

定めるところによる。 

（一） 道路の舗装の構造は、円滑な交通に支障がないよう表層、路盤及び路床で構成し、交通量、

幅員その他道路機能を勘案した規則で定めるものとする。 

（二） 道路の側溝の構造は、全面に蓋をしたものとする。ただし、道路として有効な幅員が都市計

画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)で定める基準以上であ

る場合は、この限りでない。 

（三） 道路は、袋路状でない形状とする。ただし、次のいずれかに掲げる場合で、避難上及び車両

の通行上支障がないときは、この限りでない。 

ア 道路の幅員が六メートル以上であり、当該道路と他の道路との接続が確実に近い将来予定さ

れている場合 

イ 面積が五千平方メートル未満かつ二十戸未満の開発区域内に配置する幅員六メートル以上

かつ延長百五十メートル以内の道路で、当該道路の終端に規則で定める転回広場、避難通路そ

の他を整備する場合 

ウ 当該道路が別に定める基準を満たし、避難上及び車両の通行上支障がないと市長が特に認め

る場合 

（四） 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角

は、規則で定める長さで街角が切り取られるものとする。 
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Ⅱ 道路の種類 

 １）開発許可で認められる道路の種類 

    開発区域が接道できる道路の種類を下表に示す。 

表3－1 既存道路の種類 

道 路 の 種 類 自己居住用 自己業務用 非自己用 
道路法による道路 ○ ○ ○ 

都市計画法による道路 ○ ○ ○ 

土地区画整理法による道路 ○ ○ ○ 

都市再開発法による道路 ○ ○ ○ 

建築基準法第４２条第１項第３～５号に規定する道路 ○ ○ ○ 

建築基準法第４２条第２項に規定する道路 ○ × × 

建築基準法第４３条第２項第１号に基づく認定又は第２号に基づ

く許可が得られる道 

○ × × 

 

 ２）開発行為により設置される道路の種類を下表に示す。 

表3－2 道路の種類 

道 路 の 区 分 標準設計速度 

（㎞／h） 

摘 要 

幹 

線 

道 

路 

幹 線 道 路 

（幅員１８メートル以上） 

60 自動車の通行量が著しく、区域外への集約的 

役割を有する道路 

地 区 幹 線 道 路 

（幅員１２メートル以上） 

50 開発区域の骨格となるもので、近隣住区を形 

成する街路及び住区内の主要道路 

補 助 幹 線 道 路 

（幅員９メートル以上） 

40 開発区域の近隣分区、隣保区を形成し地区幹 

線道路に連絡する道路 

区 画 道 路 

（幅員６メートル以上） 

20 開発区域の区画を形成し、区画の敷地に接す 

るよう配置する道路 

歩道、歩行者自転車専用道路 

（幅員2～4メートル） 

 歩行者及び自転車の通行の専用となる道路 

  ※ 幹線道路の幅員には歩道の幅員を含む。（ただし、車道幅員は6.0ｍ以上とする｡） 
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Ⅲ 道路の配置 

１ 道路配置計画の基本（政令第25条第１号） 

  開発区域内の主たる道路は、開発区域内の交通を支障なく処理できるとともに､都市計画において定

められた道路に適合して計画されなければならない｡また、開発に伴い発生する交通によって、開発区

域外の道路の機能を損なうことなく、周辺の道路と一体となって機能が有効に発揮されるよう計画する

必要がある。 

  なお、道路計画に当たっては必要に応じ道路管理者及び所轄警察署と十分協議を行うこと。 

 

２ 調 査 

  道路配置計画等にあたっては、あらかじめ次の事項の調査を行うこと。 

   ア 開発区域周辺にある既存の道路あるいは計画中の道路の路線名、幅員、利用状況等 

   イ 道路の管理者及び境界 

   ウ 開発に伴う発生交通量 

   工 開発区域外の地形 

 

３ 幹線道路の配置等（政令第25条第３号） 

  市街化調整区域における開発区域の面積が20 ha以上の開発行為にあっては、予定建築物等の敷地か

ら250ｍ以内の距離に幅員12ｍ以上の道路が設けられていること。 

  幹線道路と区画道路の間の宅地は一列配置を原則とし､幹線道路から宅地の出入口は設けないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    の範囲内であれば12ｍ 
  以上の道路を新設すること 
  なく建築物の敷地を設ける 
  ことができる。 

 
 
 
 
 

図3－1 幹線道路の配置 
 
 
 

 

 

 
幹線道路 

一列配置の宅地 

既存 12ｍ以上の道路 

250m   開発区域界 
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Ⅳ 道路の幅員 

１ 道路幅員のとらえ方 

 １）有効幅員 

    有効幅員とは、車両の通行上支障のない部分の幅をいい、側溝に蓋を設ける場合には、側溝の幅

も有効幅員に含まれる。なお、有効幅員内への電柱・防護柵等の建込は、原則として認めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－2 有効幅員のとらえ方 

 

 ２）道路各部の名称 
    幅員構成の各部の名称を下図に示す。 

      (a) Ｕ型側溝の場合                  (b) Ｌ型側溝の場合 

 

 

 

 

 

 

      (c) 防護柵を設ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

図3－3 道路各部の名称 

1.5% 1.5% 

(舗装幅員) 

6.000(有効幅員) 幅員＝6.0m 

6.000(有効幅員) 

道路敷 

1.5% 1.5% 

幅員＝9.0m（参考） 

1.5% 1.5% 1.0% 

6.000 

9.000 

3.000 

車道幅 
路肩 路肩 

有効幅 

道路敷 

車道幅 

有効幅 

道路敷 

路肩 路肩 

車道幅 路肩 路肩 

有効幅 

保護路肩 

道路敷 
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２ 敷地が接する道路の幅員（政令第25条第２号、省令第20条、省令第20条の２） 

  予定建築物等の敷地が接する道路の幅員は､表3－3及び表3－4に掲げる規定値以上とすること。 

 １）開発区域内に道路を新設する場合 

     表3－3 開発区域内の道路幅員         （単位：ｍ） 

用 途 道 路 種 別 
開 発 面 積 

5.0ha未満 5.0～20.0ha 20.0ha以上 

住宅地の開発 
区 画 道 路 6.0 6.0 6.0 

幹 線 道 路  9.0 12.0 

住宅地以外の開発 
区 画 道 路 6.0 9.0 12.0 

幹 線 道 路 9.0 12.0 12.0 

  （注）１ 住宅地以外の建築物等の一敷地の規模が 1,000 ㎡以上の場合には､その敷地が接すること

となる道路の幅員は９ｍ以上とする。 

     ２ 小区間（最大延長 35.0ｍ)で通行上支障がなく、周辺の状況等を勘案して事情やむを得な

いと認められる場合は、4.0ｍ以上とすることができる。ただし、道路の幅員が 4.0ｍの袋

路状道路は認められない。 

 ２）開発区域内に道路を新設しない場合（既存道路に接する一敷地開発の場合） 

        表 3－4 既存道路の幅員          （単位：ｍ） 

用 途 開 発 面 積 規 定 値 市長が定める値 

住 宅 地 開 発 
1.0ha未満 6.0 4.0 以上 

1.0ha以上 6.0 ― 

住宅地以外の開発 

0.1ha未満 6.0 4.0 以上 

0.1ha以上 0.5ha未満 9.0 4.0以上 

0.5ha以上 9.0 6.0 以上 

第二種特定工作物  9.0 6.0以上 

  （注）１ 開発の目的、開発区域の規模、形状、周辺の地形、周辺の土地利用等から勘案して、道路

管理者との協議が整い、環境の保全上、防災上、通行の安全上支障がないと市長が認めた

場合に市長が定める値を採用できる。 

       なお､市長が定める値が採用できた場合であっても､道路に接する区域は 6.0mにセットバ

ックして道路用地とすること。ただし、0.1 ha未満は除く。 

     ２ 表 3-4既存道路の幅員の延長は、原則として開発区域の前面道路と同等以上の幅員を有す

る交差点までとする。なお、ここでいう交差点とは、開発地からの経路として主たる経路

先となる交差点をいう。 

     ３ 住宅地以外の開発であってもショッピングセンター、トラックターミナル等明らかに大量の

発生交通量生じる予定建築物等を目的とした開発行為には、市長が定める値を採用できない。 

     ４ 道路交通法の規定に基づく一方通行の道路においては、幅員を4.0m以上とする。 

      （公安委員会の協議を行うこと） 

     ５ 自己用住宅の場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 開発区域内に道路を新設する場合          イ 既存道路に接する一敷地開発の場合 

図3－4 道路の幅員 

表 3-3 を適用 

既存道路 

既存道路 

開発区域 
(面的開発) 

開発に伴い設

置される道路 

既存道路 表 3-4 を適用 

開発区域 
(一敷地の単体開発) 
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Ⅴ 区域外既存道路と接道（政令第 25 条第４号、条例第 3条第 1項第 3号） 

 開発区域内の主要な道路は､下表に掲げる規定値以上の幅員を有する開発区域外の既存の道路に接続し

なければならない。ただし、開発区域の周辺の道路状況により車両の通行に支障がない場合は、市長が定

める値を用いることができる。 

 なお、既存道路への接続は２箇所（原則２路線）以上設けるものとする。ただし、防災上、交通処理

上支障がないと市長が認めた場合、又は幹線道路を設ける場合はこの限りでない。 

 

       表 3－5 接続先道路の幅員       （単位：ｍ） 

用 途 開 発 面 積 規 定 値 市長が定める値 

住 宅 地 開 発 
1.0ha未満 6.5 4.0 以上 
1.0ha以上 6.5 6.0 以上 

住宅地以外の開発 

0.5ha未満 9.0 4.0 以上 
0.5ha以上 1.0ha未満 9.0 6.0 以上 

1.0ha以上 9.0 6.5 以上 

  （注）１ 開発の目的、開発区域の規模、形状、周辺の地形、周辺の土地利用等から勘案して、道路

管理者と協議が整い、環境の保全上、防災上、通行の安全上支障がないと市長が認めた場

合に市長が定める値を採用できる。 

       なお､市長が定める値が採用できた場合であっても､道路に接する区域は 6.0ｍにセットバ

ックし、道路用地とすること。 

     ２ 表 3-5接続先道路の幅員の延長は、原則として開発区域の前面道路と同等以上の幅員を有

する交差点までとする。なお、ここでいう交差点とは、開発地からの経路として主たる経

路先となる交差点をいう。 

     ３ 道路交通法の規定に基づく一方通行の道路においては、幅員を4.0ｍ以上とする。 

      （公安委員会との協議を行うこと） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図3－5 接続道路 

 

 

 

 

 

 

 

開発区域(面的開発) 

取付道路 

既存道路(接続先道路) 表 3-5 を適用 

既存道路(接続先道路) 表 3-5 を適用 

取付道路 
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Ⅵ 道路の構造 

１ 横断勾配 

  道路の横断勾配は、片勾配を附する場合を除き、路面の種類に応じ、下表に掲げる値を標準とする。 

表3－6 標準横断勾配 

区 分 路 面 の 種 類 
横 断 勾 配 （ ％ ） 

片側１車線の場合 片側２車線の場合 

車 道 セメント舗装、アスファルト舗装 1.5 2.0 

歩 道 ※透水性舗装（原則） 1.0 以下 

         ※ただし、道路管理者と協議のこと。 

 

２ 縦断計画 

  １）縦断勾配（省令第24条第３号） 

     道路の縦断勾配は、下表に掲げる規定値以下とする。ただし、地形の状況等によりやむを得な

い場合は、特例値以下とすることができる。 

表3－7 縦断勾配 

道路の区分 
縦 断 勾 配 （ ％ ） 

備 考 
規定値 特例値 

幹 線 道 路 5.0 8.0 Ｖ＝60ｋｍ/ｈ 

地 区 幹 線 道 路 6.0 9.0 Ｖ＝50ｋｍ/ｈ 

補 助 幹 線 道 路 7.0 10.0 Ｖ＝40ｋｍ/ｈ 

区 画 道 路 9.0 12.0 Ｖ＝20ｋｍ/ｈ 

 

  ２）縦断勾配の特例値における制限長 

     地形の状況等によりやむを得ない場合において、規定値を超えた縦断勾配を用いるときの制限

長は次のとおりとする。 

表3－8 特例値における制限長 

縦 断 勾 配 制 限 長 （ｍ） 

幹線道路 地区幹線道路 補助幹線道路 区画道路 

５％を超え６％以下 500    

６％を超え７％以下 400 500   

７％を超え８％以下 300 400 400  

８％を超え９％以下  300 300  

９％を超え10％以下   200 100 

10％を超え12％以下    50 
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  ３）縦断曲線 

     道路の縦断勾配が変移する箇所には、下表に掲げる値以上の縦断曲線を設けるものとする。ま

た、縦断曲線の長さは、右欄に掲げる値以上とする。 

表3－9 縦断曲線半径及び曲線長 

道路の区域 
縦断曲線半径（ｍ） 

縦断曲線長（ｍ） 備考 
凸形曲線 凹形曲線 

幹 線 道 路 1,400 1,000 50 ｖ＝60ｋｍ/ｈ 

地区幹線道路 800 700 40 ｖ＝50ｋｍ/ｈ 

補助幹線道路 450 450 35 ｖ＝40ｋｍ/ｈ 

区 画 道 路     

 

 

 

 

 

 

 

図3－6 縦断計画 

 

３ 平面線形 

  １）曲線半径 

     道路の曲線半径は、下表に掲げる規定値以上とする。ただし、地形の状況等によりやむを得な

い場合は、特例値まで縮小することができる。 

 

表3－10 曲線半径 

道路の区域 
曲線半径（ｍ） 
規定値 特例値 

幹 線 道 路 150 120 

地区幹線道路 100 80 

補助幹線道路 60 50 

区 画 道 路 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦断曲線長 

縦断曲線長 

制限長 

i＝特例値 
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４ 平面交差 

  １）枝数、交差角及び形状 

     交差点における安全性と交通容量を確保するため、次の事項を満たさなければならない。ただ

し、開発規模及び区域の周辺の状況により、車両の通行に支障がない場合で道路管理者と協議し、

市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

     ・交差点の枝数は４以下としなければならない。 

     ・交差角は直角又は直角に近い角度とすること。 

     ・原則として、くいちがい交差（街区内を除く）や折れ脚交差としてはならない。 

     ・交差点間隔は十分大きくとらなければならない。 
 
 
       くいちがい交差              折れ脚交差 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3－7 平面交差 
 
 
 

  ２）縦断勾配 

     既存道路と開発区域内の道路が交差する場合においては開発区域内の道路に、開発区域内の幹

線道路と区画道路が交差する場合においては、区画道路に15.0ｍ以上の区間が2.5％以下の緩勾

配区間が設けられていること。ただし、地形的条件等でやむを得ない場合であっても、6.0ｍ以

上の区間が2.5％以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－8 交差点付近の縦断勾配 

縦断勾配が 2.5％以下の区間 

15.0ｍ以上 15.0ｍ以上 

開発区域内の道路（区画道路） 
既存道路（幹線道路） 
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５ 隅切り（省令第24条第６号、条例第３条第１項第４号） 

  交差部及びまがりかどにおける隅切りの長さは、交差する道路の幅員、交差角に応じて下表に示す値

以上とすること。 

表 3－11 隅切り長  （単位：ｍ） 

幅員 ６ｍ ９ｍ １０ｍ １２ｍ １５ｍ ２０ｍ 

２０ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

６ 

７ 

８ 

５ 

８ 

９ 

１０ 

６ 

１０ 

１１ 

１２ 

８ 

１５ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

６ 

７ 

８ 

５ 

８ 

９ 

１０ 

６ 

 

１２ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

６ 

７ 

８ 

５ 

  

１０ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

  

９ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

  

６ｍ 

４ｍ 

５～６ 

６～７ 

７～８ 

４～５ 

１段目 交差点 75°超え 120°以下の場合 

２段目 交差点 60°超え 75°以下の場合 

３段目 交差点 60°以下の場合 

４段目 交差点 120°超えるの場合 

※道路幅員が中間の場合は、原則として、直近上位

の数値とすること。 
 

 

 

 

 

 

                 隅切長さ(L) 

 

 

 

 

 

 

図3－9 隅切り設計図 

 

歩道       2.00 

歩道       2.00 

6.00                    6.00       10.00 

       

  6.00 
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６ 袋路状道路（省令第24条第５号、条例第３条第１項第３号）  

 １）設置基準 

   道路は、袋路状でないこと。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

    ①道路の幅員が６メートル以上であり、当該道路と他の道路との接続が確実に近い将来予定され

ている場合 

    ②面積が5,000平方メートル未満かつ20戸未満の開発区域内に配置する幅員６メートル以上かつ

延長150メートル以内の道路で、当該道路の終端に規則で定める転回広場、避難通路その他を

整備する場合 

    ③当該道路が別に定める基準を満たし、避難上及び車両の通行上支障がないと市長が特に認める

場合 

＜別に定める基準の例＞ 

・幅員６メートル以上、かつ、終端に転回広場を整備する場合で、転回広場の先端までの

道路延長が35ｍ以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－10 道路延長 

 

 ２）転回広場の形状 

   転回広場は、以下に掲げる形状を確保し、転回広場内に電柱、防護柵等の建込は認めない。 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3－11 転回広場の形状 
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2.00 

8.00 

8.00 

6.00 

8.00 
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20mm 

 ３）開発余地への延伸 

   転回広場の先の隣接地が農地、雑種地等で、開発する余地がある場合は、原則として、その隣接地

に接続しなければならないものとする。 

   なお、この場合、転回広場の延長は、15ｍ以下とすることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－12 開発余地への延伸 

 

 ４）避難通路（歩道）の形状等 

   避難通路（歩道）の幅員は1.5ｍ以上とし、行き止まり道路の先端又は転回広場から周囲の公道又

は公共空地（里道等）に安全に避難できるように配置しなければならない。 

 

 

７ 歩道（政令第25条第５号、省令第24条第７号） 

  歩道の設置基準及び構造は下記によるものとするが、このほか、歩道の設置等に関しては「だれもが

住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の趣旨に鑑み、高齢者、障害者等すべての県民が安全で快適

に利用できる生活環境の整備に配慮すること。 

  １）歩道の設置基準 

     幅員９ｍ以上の道路は、縁石又は安全柵その他これに類する工作物によって歩車道が分離され

ていること。 

  ２）構造形式（「滋賀県歩道整備マニュアル」参照） 

     幅員の狭い道路は、原則としてセミフラット形式とし、車道と歩道との段差は、車椅子使用者

が通過するに支障のないものとする。 

 
 
    〈セミフラット型式〉             〈マウントアップ型式〉 
        歩道幅員   保護路肩           歩道幅員    保護路肩 

 
 
 
 
 
 
 

 

図3－13 歩道の形式 
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Ⅶ 橋梁等 

 道路を築造するに際して、水路・河川等を横過する場合には、橋梁、カルバート等強固な工作物を設け

なければならない。 

 

１ 橋 梁 

  橋梁の調査、設計、施工に関しては、｢道路橋示方書｣(社団法人 日本道路協会)によるものとする。 

  １）調 査 

    橋梁の設計及び施工に必要な資料を得るために以下の種類の調査を行うこと。 

     ①地盤の調査 

     ②河道、利水状況などの調査 

     ③耐震設計のための調査 

     ④施工条件の調査 

  ２）設計一般 

     ①荷重 

       設計荷重は、Ａ活荷重を原則とする。ただし、想定される車両の通行がなくやむを得ない

と認められる場合は、実態に合う荷重とすることができる。 

     ②地覆等 

       橋梁の幅員方向の両側には、視線誘導及び橋面外へ逸脱することを防ぐため地覆等を設け

ること。なお、地覆は、道路の有効幅員には含まないこと。 

       地覆の形状寸法は下表を標準とする。 

 

表3－12 地覆の形状寸法 

寸法 車両に接する地覆 歩道に接する地覆 

ｂ１ 600 400 

ｂ２ 250 － 

ｂ３ 250 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3－14 地覆寸法 
 

     ③橋 台 

       橋台を設置する箇所は、ボーリング等の地盤調査を行い、直接基礎又は杭基礎等により良

質な支持層に支持されていること。 
 
 

ｂ2 

ｂ3 

ｂ1 
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２ カルバート 

  カルバートの調査、設計、施工に関しては、「道路土工、カルバート工指針」（社団法人日本道路協

会）によることとする。 

  １）調査 

    カルバートの設計及び施工に必要な資料を得るために以下の種類の調査を行うこと。 

     ①地盤の調査 

     ②河道、利水状況などの調査 

     ③施工条件の調査 

  ２）設計一般 

     ①荷重 

       設計に用いる荷重は、鉛直土圧、水平土圧、活荷重を考慮すること。また、荷重は左右対

称と考え、施工時に偏圧を受ける場合は、設計に考慮しなければならない。 

     ②基礎 

       カルバートの基礎は直接基礎を標準とするが、水路カルバート等で地盤が軟弱な場合は置

換基礎又は杭基礎とすること。 

       a 置換基礎 

         軟弱層が地表近くでかつ厚さが薄い（２ｍ程度）場合や、部分的に軟弱層がある場合、

それを除去して良質な材料で置き換えるものとする。 

         なお、置き換え材はクラッシャラン又は岩砕と同等以上とする。 

 

 

                         θ＝30° 

 

 

                                 薄い軟弱層 

                                 普通の地盤 

 

図 3－15 置換基礎 

       b 杭基礎 

         杭基礎の設計は「道路橋示方書Ⅳ下部構造編」（社団法人 日本道路協会）に準じて

行うが地震の影響を考えないことから原則として鉛直力のみについて設計すればよい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W   B   W 
B0 

θ        θ 

Ｂ 
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Ⅷ 交通安全施設等 

１ 防護柵 

  開発区域内において、道路ががけ面又は河川等に近接している場合、又は屈曲している箇所等につい

ては防護柵を設けること。なお、防護柵は有効幅員内に設置しないこと。 

 

 １）種別の適用条件 

    種別及びその適用方法を下表に示す。 

表3－13 種別の適用条件 

種 別 適 用 す る 道 路 及 び 場 所 

路 

 

側 

 

用 

Ｓ 道路の種類に関係なく鉄道、新幹線等と交差又は近接する道路の区間 

Ａ 
高速自動車国道 

自動車専用道路 

特に主要な一般国道 

Ｂ 
主要な一般国道 

主要な地方道 

都市内の主要道路 

Ｃ その他の道路 

歩 

 

道 

 

用 

Ａｐ 特に主要な一般国道 

Ｂｐ 
主要な一般国道 

主要な地方道 

都市内の主要道路 

Ｃｐ その他の道路 

Ｐ 歩行者の横断防止のために必要な区間、歩行者自転車等の路外への転落を防ぐ

ために必要な区間 

 

 ２）設置場所 

   ①路側に設置する場合 

    a 路側が危険な区間 

      路肩がのり面となっている場合には、法勾配iと路側高さh（在来地盤から路面までの垂直高

さをいう。）が、図3－16に示す斜線範囲内にある区間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ｈ＝路側高さ（ｍ） 
                  ｉ＝法勾配（割） 
 

図3－16 法勾配と路側高さの関係 

 

h  ｉ 

h    ｉ 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

   1.0   2.0   3.0   4.0 
      法勾配ｉ（割） 

路側高さ h（ｍ） 
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    ｂ 道路に鉄道等が近接している区間 

    ｃ 幅員、線形等との関連で危険な区間 

    ｄ 構造物との関連で必要な区間 

    ｅ その他の理由で必要な区間 

   ②歩道等に設置する場合 

    ａ 歩車道境界部 

     （ａ）車両の路外逸脱を防止し、歩行者等を車両より保護するため必要な区間 

     （ｂ）歩行者等の危険度の高い区間（曲線部、下り勾配、交差点部） 

    ｂ 路外部 

     （ａ）張り出し歩道等の区間 
     （ｂ）在来地盤から路面までの垂直高さが下図に示す値以上の区間 

 

       ａ．擁壁等の場合（ｉ≦１割の場合） 

        ・田畑荒れ地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ・水路側溝 

 

 

 

 

 

 

 

       ｂ．法面の場合（ｉ＞１割の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

図3－17 防護柵設置箇所 
 

     （ｃ）湖沼、河川、水路等に近接した区間で、特に必要と認められる区間 

     （ｄ）その他道路条件、沿道条件、交通条件等から特に必要と認められる区間 

Ｗ 
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第３章 道路に関する基準  

3－１９ 

２ その他の交通安全施設 

  道路の状況及び開発区域の周辺の状況により、道路管理者および所轄警察署と協議の上必要に応じて、

道路標識、カーブミラー等を設置すること。 

 

 

３ 道路の舗装の構造について 

  条例第３条第１項第１号の規則で定める道路の舗装の構造は、路床の支持力試験を実施した上で、交

通量、幅員その他道路の機能を勘案して、表層、路盤及び路床の構造が妥当であると認められるものと

する。ただし、開発区域の面積が3,000 平方メートル未満であって、次のいずれかに該当する場合は、

路床の支持力試験を実施しないことができる。 

  ①当該道路の路床の支持力試験を実施した場合に、当該道路周辺の道路等の公共工事の施行の際に実

施された路床の支持力試験の結果と同等以上の結果が得られると見込まれるとき。 

  ②交通量、幅員その他道路の機能を勘案して、当該道路の周辺において、道路管理者等が当該道路と

同等以上のものとして施行した道路と同等以上の構造であると認められるとき。 

  ③開発区域の面積が1,000 平方メートル未満であって、当該道路の構造を勘案して、市長が特に必要

がないと認めるとき。 

 

 


